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議案第１号  
 
北九州市教育支援委員会の委員の委嘱又は任命について  

 
北九州市教育支援委員会委員を次のとおり委嘱又は任命する。  

令和８年４月２３日提出  

北九州市教育委員会  

教育長  太田 清治  
 
提案理由 北九州市教育支援委員会規則（昭和４９年北九州市教育委員会

規則第１７号）第３条及び第４条の規定に基づき委嘱又は任命している

委員の人事異動等に伴う一部改選に伴い、委員を新たに委嘱又は任命す

る必要があるので、この案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 

 

北九州市教育支援委員会について 
 

 

１ 北九州市教育支援委員会とは 
  教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１）障害のある幼児、児童及び生徒の障害の種類および程度の判定に関すること。 

（２）障害のある幼児、児童及び生徒の就学先の決定に関すること。 

（３）障害のある幼児、児童及び生徒の就学先決定後の一貫した支援に関すること。 

 

２ 設置年月日 
  昭和４９年１０月１１日 

 

３ 委員構成及び任期等 
 〇委員定数 ２０人以内（規則第３条） 

〇委員任期 ２年（規則第４条） 

〇次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、または任命する。（規則第３条） 

（１）医師 

（２）学校関係職員 

（３）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設 

（同法第１２条の児童相談所を含む。）の職員 

（４）学識経験者  

 

４ 会議開催回数 
  年２回程度開催 
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任期満了、人事異動に伴う教育支援委員の変更について 

 

 

１．教育支援委員の変更 

辞 任 新 任 

氏 名 役 職 名 氏 名 役 職 名 

長谷川 智美 門司総合特別支援学校 校長 山﨑 良恵 門司総合特別支援学校 校長 

園田 和臣 早鞆中学校 校長 中川 由美子 熊西中学校 校長 

    

    

    

    

 

 

２．所属の変更 

氏 名 異動前所属校・役職名 異動後所属校・役職名 

   

   

 

 

※ 任期満了、人事異動に伴い、以上のように北九州市教育支援委員会委員の変更がありました。 

  女性登用率は７０％となりました。 

  改選後の委員名簿を添付します。 
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新 

 

令和８年度 北九州市教育支援委員会名簿（案） 

 
氏 名 役  職  名 備考 

医
師 

下
しも

野
の

 昌幸
まさゆき

 九州女子大学 教授 （小児科）  

鳥越
とりごえ

 清之
きよゆき

 北九州市立総合療育センター 所長（整形外科）  

友
とも

納
のう

 優
ゆう

子
こ

 北九州市立総合療育センター 副所長（小児科）  

髙
たか

野
の

 志保
し ほ

 北九州市立総合療育センター （小児科）  

森川
もりかわ

 真子
ま こ

 北九州市立総合療育センター （精神科）  

安松
やすまつ

 千
ち

絵
え

 北九州市立総合療育センター （耳鼻科）  

奈須
な す

 康子
や す こ

 北九州市立総合療育センター西部分所 所長（精神科）  

村上
むらかみ

 美紀
み き

 むらかみ眼科医院 （眼科）  

向
むく

野
の

 公
き

味
み

子
こ

 キンダーラウムムクノ 前院長（精神科）  

学
校
関
係
者 

北野
き た の

 里香
り か

 小倉南特別支援学校 校長  

山
や ま

﨑
さ き

 良
よ し

恵
え

 門司総合特別支援学校 校長 新任 

前
まえ

田
だ

 孝
こう

二
じ

 小倉総合特別支援学校 校長  

久松
ひさまつ

 砂
さ

和美
わ み

 祝町小学校 校長  

中川
なかがわ

 由美子
ゆ み こ

 熊西中学校 校長 新任 

奥田
お く だ

 隆也
た か や

 本城西幼稚園 園長  

関
係
者 

福
祉
施
設 

長﨑
ながさき

 明子
あ き こ

 北九州市子ども総合センター 判定係長  

坂田
さ か た

 陽子
よ う こ

 到津ひまわり学園 園長  

明瀬
みょうせ

 真二
し ん じ

 門司ヶ関学園 施設長  

経
験
者 

学
識 倉光

くらみつ

 晃
あき

子
こ

 西南学院大学 准教授（特別支援教育専門）  

大平
おおひら

  壇
だん

 福岡教育大学 教授（特別支援教育専門）  

任   期  令和８年５月１日～令和９年４月３０日 
女性参画率  ２０名中１４名（７０％） 
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旧 

 

令和７年度 北九州市教育支援委員会名簿（案） 

 
氏 名 役  職  名 備考 

医
師 

下
しも

野
の

 昌幸
まさゆき

 九州女子大学 教授 （小児科）  

鳥越
とりごえ

 清之
きよゆき

 北九州市立総合療育センター 所長（整形外科）  

友
とも

納
のう

 優
ゆう

子
こ

 北九州市立総合療育センター 副所長（小児科）  

髙
たか

野
の

 志保
し ほ

 北九州市立総合療育センター （小児科）  

森川
もりかわ

 真子
ま こ

 北九州市立総合療育センター （精神科）  

安松
やすまつ

 千
ち

絵
え

 北九州市立総合療育センター （耳鼻科）  

奈須
な す

 康子
や す こ

 北九州市立総合療育センター西部分所 所長（精神科）  

村上
むらかみ

 美紀
み き

 むらかみ眼科医院 （眼科）  

向
むく

野
の

 公
き

味
み

子
こ

 キンダーラウムムクノ 前院長（精神科）  

学
校
関
係
者 

長谷川
は せ が わ

 智
さと

美
み

 門司総合特別支援学校 校長 辞任 

北野
き た の

 里香
り か

 小倉南特別支援学校 校長  

前
まえ

田
だ

 孝
こう

二
じ

 小倉総合特別支援学校 校長  

園
その

田
だ

 和
かず

臣
おみ

 早鞆中学校 校長 辞任 

久松
ひさまつ

 砂
さ

和美
わ み

 祝町小学校 校長  

奥田
お く だ

 隆也
た か や

 本城西幼稚園 園長  

関
係
者 

福
祉
施
設 

長﨑
ながさき

 明子
あ き こ

 北九州市子ども総合センター 判定係長  

坂田
さ か た

 陽子
よ う こ

 到津ひまわり学園 園長  

明瀬
みょうせ

 真二
し ん じ

 門司ヶ関学園 施設長  

経
験
者 

学
識 倉光

くらみつ

 晃
あき

子
こ

 西南学院大学 准教授（特別支援教育専門）  

大平
おおひら

  壇
だん

 福岡教育大学 教授（特別支援教育専門）  

任   期  令和７年５月１日～令和９年４月３０日 
女性参画率  ２０名中１３名（６５％） 
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○北九州市教育支援委員会規則 

昭和49年10月11日 

教委規則第17号 

改正 昭和58年8月15日教委規則第13号 

平成15年3月31日教委規則第12号 

平成17年3月31日教委規則第2号 

平成19年3月30日教委規則第5号 

平成26年7月1日教委規則第7号 

(題名改称) 

平成29年6月12日教委規則第22号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、付属機関の設置に関する条例(昭和38年北九州市条例第97号)第3条の規定に

基づき、北九州市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにそ

の運営について必要な事項を定めるものとする。 

(平26教委規則7・一部改正) 

(所掌事務) 

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 障害のある幼児、児童及び生徒の障害の種類及び程度の判定に関すること。 

(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学先の決定に関すること。 

(3) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学先決定後の一貫した支援に関すること。 

(平26教委規則7・一部改正) 

(組織) 

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員

会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 医師 

(2) 学校関係職員 

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(同法第12条の児童相

談所を含む。)の職員 

(4) 学識経験者 
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(平15教委規則12・平26教委規則7・一部改正) 

(委員の任期) 

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(平15教委規則12・一部改正) 

(判定専門部会) 

第6条 委員会は、必要に応じて障害の種類別に判定専門部会(以下「部会」という。)を置くことが

できる。 

2 部会に属する委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者

が、その職務を代理する。 

(平15教委規則12・一部改正) 

(会議の招集) 

第7条 委員会は、会長が招集する。 

(会議) 

第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

(関係者の出席等) 

第9条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求めてその説明又は意

見を聴くことができる。 

(庶務) 

第10条 委員会の庶務は、教育委員会指導部特別支援教育相談センターにおいて処理する。 
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(昭58教委規則13・平15教委規則12・平17教委規則2・平19教委規則5・平29教委規則22・一

部改正) 

(委任) 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(昭和58年8月15日教委規則第13号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成15年3月31日教委規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成17年3月31日教委規則第2号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成19年3月30日教委規則第5号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

付 則(平成26年7月1日教委規則第7号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正前の北九州市心身障害児就学指導委員会規則の規定により委嘱され、又は任命された北

九州市心身障害児就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この規則の施

行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の北九州市教育支援委員会規則の規定により北九州

市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

この場合において、新委員会の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなされる当該委員の

任期は、旧委員会の委員としての任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。 

付 則(平成29年6月12日教委規則第22号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



９ 

 

 

 

              北九州市の就学相談の流れ 

相談者 

学校・園 

市教委 事務局 
（特別支援教育相談センター） 
 

就学相談

教育支援委員会 

市教委 事務局 
（特別支援教育相談センター） 
 

相談者 

「就学相談申込書」 

「就学相談に関する学校（園）資料（質問紙）」 

電子申請による申込み 

医療、教育、福祉関係者による問診、諸検査

の実施 

判定、答申 

答申を伝え、合意形成により就学先決定 

 
ヵ
月 

就学相談では、相談を希望する幼児児童生徒について、教育的、医学的検
査等を行い、一人一人の状態を総合的に把握することにより、個別に適切な
就学相談を行いよりよい教育の場を決定する。 

夏期就学相談会 

  （対象：主に年長・小６） 

 ・判定専門部員として任命された校長等管 

理職と教職員による面談・検査 

定期就学相談会 

（対象：医療相談を必要とする方） 

 ・教育支援委員（医師以外）による面談・検 

査と医師による医療面談 及び 判定 

・事務局の原案について、障害等によって決 

められた委員が判定し、その判定をもって 

教育支援委員の答申内容とする。 

※特別支援学級（自閉症・情緒障害）の判定に

ついては、精神科の医師による医療面談

（書類審査）の結果を踏まえて判定する。 
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特別支援教育課 

課長 

教育相談・ 

特別支援教育課 

担当部長 

医師 

（整形外科） 

医師 

（小児科） 

医師 

（小児科） 

医師 

（精神科） 

医師 

（精神科） 

医師 

（眼科） 

医師 

（耳鼻科） 

教育支援委員会 事務局 

特別支援学校 

校長 

特別支援学校 

校長 

特別支援学校 

校長 

小学校 

校長 

中学校 

校長 

福祉施設関係者 

学識経験者 

定期就学相談会 判定会議 

教育支援委員会 

会長 
教育支援委員会 

副会長 

特別支援教育 

相談センター 

所長 

医
学
 
専
門
家
 
 
 
 
意
見 

学
校
教
育
 
専
門
家
 
 
 
 
意
見 

福
祉
 
専
門
家
 
 
 
 
意
見 

教
育
学
 
専
門
家
 
 
 
 
意
見 

 就学先となる学校や、学びの場の検討に当た

り、教育学、医学、心理学等の専門家の意見を

聴取することが必要であり、教育支援委員会に

それぞれの専門家が参加して、多角的、客観的

に検討を行っている。 

 ＜判定会議の流れ＞ 

① 面談者・検査者からの報告 

② 医療面談担当（医師）からの報告 

③ 協議 

※ 医師・学校教育・福祉・教育学の専門家

からの意見聴取（就学先となる学校や学び

の場の検討、就学後の支援等について） 

④ 判定 
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